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第一組海上特殊無線技士試験問題

(注）解叡よ答えとして正しいと判断したものを－つだけ選び、答9便用紙の答#､=正しく82入（マーク）すること。

法規１２間

無線工学１２間 ｝２４問1噸 法 規

〔４〕無線局が臨時に電波の発射の停止を命じられるこ

とがある場合は、次の2分ｍも
〔１〕次に掴ｱる事項のうち、総務大臣が梅L上移動業務の

無線局の免許申請書を受理し、その申綱の審査をする

際に霜壷する事項に該当しないものは、次のどｵuOも
１．免許状に記載された空中線電力の範囲を超えて

運用したとき。

2．総務大臣が当該無線局の発射する電波の質が総

務省令で定めるものに適合していないと認めると

き。

3．発射する電皮が他の無線局の通信に混信を与え

たとき。

4．暗語を使用して通信を行ったとき。

1．周波数の割当て力河龍であること。

2．工割､設計が電波法第３章(無線股備）に定める技

術基単に適合すること。

3．その無線局の業務を遂行するに足りる財政的基礎

があること。

4．総務省令で定める無線周（放送をする無線局（電

気i酎薗業務を行うことを目的とするものを除く｡）

を除く｡）の開設の樋4則拘99瀬に合致すること。

〔５〕無線局の免許人'よ電波法に基づく命令の規定に違

反して運用した無線局を認めたときは､馳波法の規定

によりどうしなければならないか､正しいものを次の

うちから週'、

〔2〕単一チャネルのアナログ信号で1f輻変調した両側波

帯の電話の篭波の型式を表示する記号は、次のどれ

力も

Ｅ
Ｅ
Ｂ
Ｅ

３
３
１
３

Ａ
Ｆ
Ｆ
Ｊ

●
■
●
●

１
２
３
４

1．その免許人を告発する。

2．その無線局の電波の発射を俸止させる。

3．その無線局の免許人にその旨を通釘司-る。

4．総務省令で定める手纐こより、総務大臣又は緯

を含之几）に報合通信局長（

告する。

〔６〕海岸局における空電、混信、受信感度の減退等

の通信状態について､勉波法施行親RUは､次のどHLに

記載しなけｵ1ばならないことと規定している力も

〔3〕無線i鐸F者は､無線通信の業務に従事しているとき

は、免許NUEをどのようにしていなけね笈ならない力、

正しいものを次のうちから趣'、
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無線局に備え付ける。

jil蕊!こ…ろ。
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第一級海上特殊無線技±試験問題

法 規

〔7〕無線局を運用する場合において､電波法の規定により、

無線設備の設極場所I土､適麟通信を行う場合を除き､次

のどの書類に記載されたところによらなければならな

い力も

〔１０〕遭難通信を行う場合を除き、その使用をできる限り

短時間とし、かつ、１分以上にわたってはならない周
波数の電波は、次のどれ力も

２，７８７．５ｋＨｚの周波数の電波

２７，５２４ｋＨｚの周波数の電波

１５６．８ＭＨｚの周波数の電波

１５６．５２５ＭＨｚの周波数の電波
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〔8〕無線局は､自局に対する呼出しであることｶﾏ潅実でな

い呼出しを劃富『したときは、どうしなければならない

か､無線局運用規則の規定に照らし､正しいものを次の

うちから選'、

〔11〕無線局に備え付けておかなければならなし､時計は、

その時刻を中』i副票準時又は協定世界時にどのように照

合しておかなければならないか、正しいものを次のう

ちから選'、

１．他の無線局が応答しなし場合は、直ちに応答しな

け利ｺﾞﾋﾟならなし％

２．試験電波を発射して相手局に再度の呼出しを喚起

しなければならない。

３．応答事項のうち相手局の呼出名称の代わりに「貴

局名は、何です力も」を使用して、直ちに応答しなけ

ればならない

４．その呼出しが反復され、力乙、自局に対する呼出

しであることが確実に判明するまで応答してはなら

ない

運用開始前

毎日１回以上

毎週１回以上

毎月１回以上
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〔9〕無線電話通信において､呼出しに使用した電波と同一

の電波により通報を送信する場合､順次送信する事項の

うち省略することができるのは、次のどれ力も

〔1幻船舶局における遭難警報又は趣陶明出しの送信は、

誰の｡h令によって行うか、無線通信規則の規定に照ら

し、正しいものを次のうちから選'、

１．相手局の呼出名称

２．（、相手局の呼出名称

②こちらは

３．（１）相手局の呼出名称

②こちらは

③自局の呼出名称

４．（１）こちらは

②自局の呼出名称
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１．船舶局を有する船舶の責任者の命令によってのみ

行う。

２．できる限り、船舶局の責任者fの命令によって行う。

3．船舶局の責f這者の命令によってのみ行う。

４．できる限り、船舶局を有する船舶の資任者の命令

によって行う。
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平成２１年２月期

第一級海上特殊無線技士 ｢法規j合格基準及び正答

１試験問題１２問

２iii点及び合格点満点６０点

配点１問５点

合格点４０点

３正答

問題 正答

〔１〕 ３

〔２〕 １

〔３〕 ４

〔４〕 ２

〔５〕 ４

〔６〕 ３

〔７〕 １

〔８〕 ４

〔９〕 ３

〔10〕 ３

〔11〕 ２

〔12〕 １
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